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特許の取得 と利用の構造
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1.は じめ に

研究開発 集約的な大企業は数多 くの特 許を保有 している。 しか し,保 有特許の半数以上は自社

内の生産 ・販 売活動 に利用 されてお らず,ま た他社 へ 実施 許諾 されて い ない1。 さらに,Na-

gaokaandNishimura(2005)に よれば,産 業,企 業別に特許の利用率(=利 用特許件数/特 許保有件

数)は 異 な る。特 に,大 企 業 で は極 僅 か な数 の特 許 のみ が 利 用 され て い る[Nagaokaand

Nishimura(2005)]。 この ような実態 は,特 許件数 をベース とした研 究開発 の効率性 を測定 しよ

うと試みる研究 に多 くの示唆 を与 えるだけではな く,保 有特 許のポー トフォリオ を評価 し,研 究

開発戦略や特許戦略 を新 たに立案す る企業 に重要 な手掛か りを与えるだ ろう。 この ような重要性

があるにもかかわ らず,こ れまで特許の利用 や未利用 に関する実態,中 で も特 に未利用特許 なら

びに未利用 開放特許 に関す るよ り詳細 な実態が十分に把握 されていないのが実情である。

未利 用 特 許や 未 利 用 開放特 許 に 関す る実 態 に言 及 して い る研 究 と して,Nagaokaand

Nishimura(2005)が あげ られる。NagaokaandNishimura(2005)は,経 済産業省特許庁 『知的

財産活動調査』(以 下,r知 的財産活動調査』)を利用 して 日本企業が保有す る未利用特許 ならびに未

利用 開放特許の実態 を捉 えている。 しか し,事 業 ごとの特 許の保有状況 と利用状況,特 許の取得

理由,企 業 内の未利用特許の発生理由などの観点か ら,日 本企業が保有す る未利用特許な らびに
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未利用 開放特許の実態 を捉 えていない。そこで,本 稿の 目的 は,2004年8月 に独 自に実施 した

質問票の調査結果に基づ き,日 本企業が保有す る未利用特許 ならびに未利用開放特許の実態 につ

いて,先 述の観点か ら分析 を試みることである。

本稿の構成 は以下の通 りである。2節 では,調 査方法 ならびに調査対象企業の選定方法 につい

て説明す ると同時 に,回 答企業の特徴 に言及する。加 えて,『 知 的財産活動調査』 と比較検討す

ることで,本 質問票調査が 日本企業の一般的な姿 を捉 えてい ることを示す。3節 では,回 答企業

の特許の保有状況 な らびに利用状 況 を明 らか にする とともに,特 許の取得理 由 に関 して クラス

ター分析 を行 う。 また,独 立行政法人工業所有権情報 ・研修館 『特許流通データベース』へ の未

利用特許の登録状況 ・登 録理 由につ いて も言及す る。4節 において,本 稿 と しての結論 を述べ

る。

2.調 査概 要

2.1調 査方法 ならび に調査対象企業の選定方法

本調査では,以 下の ように調査対象企業435社 を選定 し,質 問票調査 を実施 した。

まず,質 問票調査 の対象企業 を選定す るのにあ た り,独 立行政法 人工業所有権情 報 ・研修館

(旧工業所有権総合情報館,財 団法人日本特許情報機構(Japio)へ の委託実施事業)『特 許流通 デー タベー

ス』(以下,r特 許流通データベース』〉を利用 した。サ ンプリングは以下,2段 階で抽出を行った。

第1に 上記 デー タベースに登録 した企業か ら未利用 開放特許 を保有する企業854社 を選び,第

2に 未利用 開放特許 を2件 以上保有す る企業,も しくは研究 開発関係組織 を有す る企業435社 に

調査対象企 業 を限定 した。その上で,2004年8月7日 に郵送法 に よ り,『特許流 通 デー タベー

ス』に未利用特許 を登録 した各企業の担 当者に郵送 し,未 利用特許の実態調査 を実施 した。質問

票調査 の実施期 間は2004年8月7日 発送,同 年9月7日 返送の1ヶ 月間である。

上記方法 で 日本企業435社 を対象 に調査 した結果,回 答 企業 は98企 業(う ち,有 効回答企業は

89企 業),回 収率 は22.5%と なった。本稿 では,有 効回答89企 業について集計分析 を行 う。

2.2回 答企業の特徴

図表1で は回答企業 の企業規模の分布 を示 した2。図表1の ように,回 答企業 の うち,中 小企

業が半数含 まれてお り,企 業規模 に関 してバ ランスの取れたサ ンプル となっている。図表2で は

回答企 業の産業分布 を示 した3。調査 の対象企 業 を 『特 許流 通 デー タベ0ス 』か ら抽 出 したた

め,産 業分布 が電気機器や一般 機械 とい った産業 に集中す る偏 りが少 し見 られ るものの,全 体的

に多 くの産業に及んでいる。
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図表1回 答企業の企業規模分布

産業 中小企業 大企業 無回答 総計

製造業(生活関連型) 3 6 9

製造業(基礎素材型) 10 9 1 20

電気機器 1 11 12

輸送用機器 1 3 4

製造業(そ の他の加工組立型) 13 11 24

サ ー ビ ス 3 2 5

その他 10 5 15

無回答 9 9

総計 41 45 12 98

(出所)質 問票 調査 にも とつ いて筆者作成。

図表2回 答企業の産業分布

産業 日本標準産業分類 企業数

製造業(生 活関連型)

家具 2

出版 ・印刷 1

食料品 4

繊維 2

製造業(基 礎素材型)

化学 7

金属製品 7

鉄鋼 3

窯業 ・土石製品 3

電気機器 電気機器 12

輸送用機器 輸送用機器 4

製造業(その他の加工組立型)

一般 機械
21

精密機器 3

サ ー ビス サービス業 5

その他

その他 1

卸売 ・小売業 3

金融 ・保険業 2

建設 9

無回答 無回答 9

総計 98

(出所)質 問票 調査に もとつ いて筆者作 成。
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次 に,回 答企業の研 究開発活動お よび知的財産活動 を検討す る4。図表3で は企業規模別の研

究開発活動お よび知 的財産活動の指標 としてR&D集 約度(=研 究開発費/売 上高)お よび知財活

動集約度(=知 的財産活動費/売 上高)を 示 した。金額ベースのR&D集 約度 についてみる と,大 企

業のR&D集 約度は0.09と なってお り,中 小企業 の0.01と 比較 して大 きい。 しか し,大 企業お

よび中小企業の知財活動集約度を検討す ると,大 企業の知財活動集約度は0.001と なってお り,

中小企業 の0.005と 比較 して小 さい。人数ベ ースで見 る と,中 小企業 では,R&D集 約度 も知財

活動集約度 も大企業 と比較 して高い水準 となっている。

図表3R&D集 約度および知財活動集約度(企 業規模別)

企業規模 売上高 研究開発費 知的財産活動費 R&D集 約度 知財活動集約度

中小企業 95,695 1,059 566 o.0111 0.0059

大 企 業 10,357,961 938,917 10,012 11'1・ o.oolo

総 計 10,453,656 939,976 10,577 0.0899 0.0010

企業規模 従業員数 研究員数 特許関係業務者数 R&D集 約度 知財活動集約度

中小企業 961 66 49 11.: 0.0510

大 企 業 225,101 10,881. 807 0.0483 a.oo3s

総 計 226,062 10,947 856 0.0484 0.0038

(出所)質 問票調査 にもとつ いて筆者作成。

(注)上 段 は金額(百 万 円単位)ベ ース,下 段 は人 数ベース。

図表4で は産業別のR&D集 約度お よび知財活動集約度を示 した5。産業別にみる と,サ ー ビス

産業 のR&D集 約度が最 も高 く,次 いで輸送用機i器産業 とな ってい る。総務 省統計局 『平成15

年科学技術研 究調査報告』(以下,r平 成15年 科学技術研究調査報告』)に よれ ば,医 薬品工業(図 表4

では製造業(基 礎素材型)に 含まれる)のR&D集 約度が0.0891で 最 も高 く,次 いで精密機械 工業

(図表4で は製造業(そ の他の加工組立型)に 含まれる)が0.0777,情 報通信機械器具工業(図 表4で は

電気機i器に含まれる)が0.0743と なっている。すなわち,各 産業の回答企業 のR&D集 約度の平均

値 は 『平成15年 科学技術研究調査報告』 と異 なる傾 向にあ ることを示 している。特 にサー ビス

産業 は,サ ンプル数 も少 ないため,偶 然 にそのような水準 になった と考 えられる。知財活動集約

度をみると,金 額ベースでは,サ ー ビス産業を除いて輸送用機器 の知財活動集約度が最 も高 く,

次いで製造業(基 礎素材型)の 知財活動集約度が高い。人数ベ ースで は,サ ー ビス産業 を除 くと

電気機器の知財活動集約度が最 も高 く,次 いで製造業(基 礎素材型)の 知財活動集約度が高い。
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図表4R&D集 約度および知財活動集約度(産 業別)

産 業 売上高 研究開発費 知的財産活動費 R&D集 約度 知財活動集約度

製造業(生 活関連型) 312,378 2,779 347 0.0089 o.oolll

製造業(基 礎素材型) 1,753,461 61,486 2,156 0.0351 0.00123

電気機器 3,682,188 346,527 804 o.a941 0.00022

輸送用機器 3,346,076 493,594 6,315 0.1475 0.00189

製造業(そ の他の加工組立型) 611,255 32,419 291 0.0530 0.00048

サ ー ビ ス 3,506 602 501 0.1715 0.14289

その他 744,792 2,571 164 0.0035 0.00022

総 計 10,453,656 939,976 10,577 11:・ 0.00101

デ ー タ 従業員数 研究員数 特許関係業務者数 R&D集 約度 知財活動集約度

製造業(生 活関連型) 6,184 232 24 0.0375 111::

製造業(基 礎素材型) 25,501 931 132 0.0365 o.ao51s

電気機器 47,905 974 302 0.0203 a.aos30

輸送用機器 108,709 7,000 305 0.0644 a.ao2si

製造業(そ の他の加工組立型) 13,1?9 1,686 63 0.1279 0.00478

サ ー ビス 5 5 4 1.0000 o.sOOOO

その他 24,579 122 26 0.0050 0.00106

総 計 226,062 10,950 856 0.0484 0.00379

(出所)質 問票調査 に もとついて筆者作成。

(注)上 段は金額(百 万 円単位)ベ ー ス,下 段 は人数ベ ース。

2.3知 的財産活動調査 との比較

回答企業が 日本企業の一般的な姿であるか どうか を検討するため,企 業の知的財産活動 を捉 え

た経済産業省特許庁 『平成15年 知的財産活動調査』の集計値 と比較 したのが 図表5で ある。企

業数の観点か ら経済産業省特許庁 「平成15年 知的財産活動調査』 と比較す ると,本 調査結果が

同統計をカバ ーする割合 は低い。 また,事 業活動の観点(売 上高,営 業利益高,経 常利益高)で 比較

して も,経 済産業省特 許庁 「平成15年 知的財 産活動調査』 をカバ ーす る割合は非常 に低 い。 し

か し,研 究開発活動 や知 的財産活動 の観点か ら比較す ると,人 数ベース(た とえば,研 究関係従業

者数や知的財産担当者数)で は同統計 に及ばないが,金 額ベース(た とえば,研 究開発費や知的財産関

連費用)で は,10%～20%を カバーす る。 また,特 許の所有状 況の観 点(た とえば,特 許権所有件

数)で は,経 済産業省特許庁 『平成15年 知 的財産活動調査』のデータの15%強 をカバ ーす る一

方,特 許の利用状 況 とい う観点(た とえば,自 社実施件数,他 社実施許諾件数)で は,十 分 に カバ ー

す るとは言い難iい。 しか し,各 項 目の カバー率が標本数のそれを上回るため,本 調査で明 らか に

なる事実は平均的な 日本企業の実態 を示 していると考 え られる。
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図表5『 平成15年 知的財産活動調査」 との比較

項 目 『平成15年 知的財産活動調査』 『本質問票調査』
カ バ ー 率

年 次 2002年 2004年

標本数 5,$91 86 1.46%

うち,中 小企業数 2,726 41 1.50%

売上高(百 万円) 207,628,881 10,453,716 5.03%

営業利益高(百万円) 11,118,181 454,771 4.09%

経常利益高(百万円) 7,940,812 520,303 6.55%

従業員数(人) 3,214,486 226,062 7.03%

研究関係従業者数(人) 356,325 10,950 3.07%

知的財産担当者(人) 9,234 856 9.27%

研究開発費(百万円) 4,863,668 939,976 19.33%

知的財産関連費用(百万円) 89,582 10,577 11.81%

特許権所有件数(件) 351,481 53,423 15.20%

うち,中 小企業(件) 17,155 216 1.26%

自社実施件数(件) 125,188 8,440 6.74%

うち,中 小企業(件) 9,064 58 a.s4%

他社への実施許諾件数(件) 26,206 1,379 5.26%

うち,中 小企業(件) 1,346 11 0.82%

(出所)質 問票調査 な らびに経済産業特 許庁 『平 成15年 知的財産活動調査 』に もとつい て筆 者作成。

3.調 査結果

3.1特 許の保有状況 と利用状況

図表6で は,企 業全体お よび主要事業 ごとに,中 小企業 ならびに大企業の特許所有件数,未 利

用特許件数 を集計 し,1企 業 あた り平均特許所有件数,1企 業あた り平均未利用特許件数,未 利

用率(二 未利用特許件数/所 有件数)の 水準 を明 らかに した。大企業 と中小企業 を比較す る と,企

業全体 の1企 業 あた り平均所 有件 数 は,中 小 企業 にお いて10.3件,大 企 業で は1,266.8件 で

あった。各主要事業 の1企 業 あた り平均所有件数 は,中 小 企業で は1件 ～5件,大 企業で は80

件 ～180件 で あった。 また,企 業全体 の 未利 用率 は,中 小企業 にお い て34.26%,大 企業 で は

4.19%で あった。各主要事業の未利用率 は,中 小企業で は20%～35%,大 企業では9%～12%

の水準であった。つ まり,企 業全体 で見て も各主要事業で見て も,大 企業では,特 許の所有件数

が多 く,未 利用率が平均的に低水準 であることが明 らかである。ただ し,大 企業 ・中小企業の未

利用率の大小関係 について,サ ンプル数の関係 か ら注意 を要する6。
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図表6特 許の保有状況と利用状況(企 業規模別)
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企業規模

企業全体 主要事業1

所有件数
1企 業あ
たり平均
所有件数

未利用
件数

1企 業あ
たり平均
未利用件
数

未利用率 所有件数
1企 業あ
たり平均
所有件数

未利用
件数

1企 業あ
たり平均
未利用件
数

未利用率

中小企業 216 10.3 74 4.1 34.26% ユ45 4.4 49 3.1 33.79%

大 企 業 53,206 1,266.8 2,228 61.9 4.19% 5,X13 」69.2 633 21.1 11.69%

企業規模

主要事業2 主要事業3

所有件数
1企 業あ
たり平均
所有件数

未利用
件数

1企 業あ
たり平均
未利用件
数

未利用率 所有件数
1企 業あ
たり平均
所有件数

未利用
件数

1企 業あ
たり平均
未利用件
数

未利用率

中小企業 78 3.7 22 1.8 28.21 15 0.9 3 0.4 20.00%

大 企 業 5,134 183.4 Aso 18.5 9.35% 2,114 84.6 237 9.9 11.21%

(出所)質 問票調査 にもとつ いて筆 者作 成。

図表7特 許の保有状況と利用状況(産 業別)

産 業

企業全体 主要事業1

所有
件数

1企 業あ
たり平均
所有件数

未利用
件数

1企 業あた
り平均未利
用件数

未利用率
所有
件数

1企 業あ
たり平均
所有件数

未利用
件数

1企 業あた
り平均未利
用件数

未利用率

製造業(生 活関連型) 567 81.0 146 24.3 25.75% ].70 21.3 13 2.6 7.65%

製造業(基 礎素材型) 6,788 522.2 722 55.5 10.64% 991 66.1 160 14.5 1G.15%

電気機器 24,329 2,027.4 626 ss.s 2.57% 1,549 193.6 190 27.1 12.27%

輸送用機器 18,180 6,060.0 203 67.7 1.12% 1,663 831.5 90 30.0 5.41%

製造業(そ の他 の加
工組立型)

2,834 157.4 499 38.4 17.61% 639 33.6 157 14.3 24.57%

サ ー ビス 6 3.0 1 0.5 16.67% 1 0.5 0 o.o 0.00%

その他 719 79.9 105 11.7 14.60% 545 45.4 72 s.o 1'3.21

産 業

主要事業2 主要事業3

所有
件数

1企 業あ
たり平均
所有件数

未利用
件数

1企 業あた
り平均未利
用件数

未利用率 所有
件数

1企 業あ
たり平均
所有件数

未利用
件数

1企 業あた
り平均未利
用件数

未利用率

製造業(生 活関連型) 142 23.7 20 4.0 14.08% 32 5.3 4 0.8 12.50%

製造業(基 礎素材型) 889 88.9 160 zo.o 18.00% 315 35.0 64 !0.7 20.32%

電気機器 721 90.1 239 29.9 33.15% 218 36.3 66 11.0 30.28%

輸送用機器 3,206 1,so3.o 23 7.7 0.72% 1,390 1,390.0 53 26.5 3.81%

製造業(その他の加
工組立型) 190 13.6 45 6.4 23.68% 104 8.7 33 4.7 31.73%

サ ー ビ ス 6 2.0 1 0.5 16.67% 2 1.0 Q o.o 0.00%

その他 58 8.3 14 2.3 24.14% 69 9.9 20 3.3 28.99%

(出所)質 問票調査 に もとついて筆者作成。
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図表7で は図表6を 産業別 に示 した。輸 送用機 器,電 気 機器,製 造 業(基 礎素材型)に おい

て,企 業全体の1企 業あた り平均所有件数 は6,060件,2,027件,522件 であ り,各 主要事 業の

1企 業 あた り平均所有件数 も,800件 ～1,600件,30件 ～200件,30件 ～90件 と非常 に多い。 ま

た,企 業全体 の平均的 な未利用率は これ ら3産 業 において,1.12%,2.57%,10.64%と なって

お り,各 主要事業の平均的 な未利用率 は これ ら3産 業 にお いて1%～5%,10%～30%,15%

～20%と 低水準である。

図表8お よび図表9で は各主要事業の利用特 許件数を企業規模 別な らびに産業別 に示 した。企

業全体 で中小企業が利用する特許件数は5.87件,大 企業が利用す る特許件数は214.92件 となっ

てお り,各 主要事業で中小企業が利用する特許件数 は1件 ～3件,大 企業が利用す る特許件 数は

30件 ～60件 となっている。つ ま り,中 小企業 は大企業 と比較 して企業全体 な らびに主要事業 あ

た りの利用特許件数が少 ない。

図表8各 主要事業の平均利用特許件数(企 業規模別)

企業規模 企業全体 主要事業1 主要事業2 主要事業3

中小企業 5.87 2.52 1.94 0.58

大 企 業 214.92 62.97 64.66 38.62

(出所)質 問票調査 にも とつ いて筆者作 成。

図表9を 見 ると,輸 送用機器や電気機i器では企業全体 の利用特許件数が1,410件,174件 であ

り,主 要事業あた りの利用特許件数 も200～500件,15件 ～70件 と非常 に多い。 しか し,そ の他

の産業ではこれ ら2産 業ほど利用特許件数は多 くはない。

図表9各 主要事業の平均利用特許件数(産 業別)

産 業 企業全体 主要事業1 主要事業2 主要事業3

製造業(生 活関連型) 53.67 15.57 15.83 4.60

製造業(基 礎素材型) 154.38 29.60 34.45 14.63

電気機器 174.00 71.75 36.14 13.60

輸送用機器 1410.50 242.50 532.00 365.50

製造業(その他の加工組立型) 93.88 zo.ao 7.38 4.64

サ ー ビ ス :! 111 0.50 o.00

その他 27.75 20.90 3.14 3.00

(出所)質 問票調査 に もとついて筆者作成。

図表10で は企業規模別 に企業全体 として保有す る特許件数(所 有件数)の うち,(1)主 要事業

1で 保有す る特許件数の割合,(2)主 要事業1も しくは主要事業2で 保有す る特許件数 の割合,

(3)主 要事業1,主 要事業2も しくは主要事業3で 保有する特許件 数の割合 を示 した。 さらに,

企業全体 として 自社内で利用 している特許件数(自 社実施件数)の うち,(1)主 要事業1に おいて

自社内で利用 している特許件数の割合,(2)主 要事業1も しくは主要事業2に おいて 自社内で利
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用 している特許件数の割合,(3)主 要事業1,主 要事業2も しくは主要事業3に おいて 自社 内で

利用 している特許件 数の割合 を示 した。R&Dが 特定 の事業 に集中化するほ ど前者の指標 は高 く

な り,事 業が専業化す るほ ど後者の指標が高 くなる。 したがって,前 者の指標は特許件 数で測っ

たR&Dの 集 中化度 を示 し,後 者の指標 は特許件 数で測 った事業 の専業化 度 と捉 え られ る7。 ま

ず,大 企業 と中小企業 のR&D集 中化度 を比較す る と,企 業全体 の所有件 数の うち,主 要事業3

までの所有件数の割合 は大企業では34.50%で,中 小企業の88.74%よ りも低水準である。つ ま

り,中 小企業 と比較 して大企業ではR&Dの 多 角化が よ り進んでいる。

図表10R&D集 中化度と事業専業化度(企 業規模別)

企業規模

主要事業1ま で 主要事業2ま で 主要事業3ま で

所有件数(%) 自社実施件数(%) 所有件数(%) 自社実施件数(%) 所有件数(%) 自社実施件数(%)

R&D集 中化度 事業専業化度 R&D集 中化度 事業専業化度 R&D集 中化度 事業専業化度

中小企業 44.05% 42.95% 80.16% 76.10% 88.74% 86.04%

大 企 業 13.35% 29.30% 27.83% 59.38% 34.50% 77.35%

(出所)質 問票調査 に もとついて筆者作成。

次 に,大 企業 と中小企業の事業専業化度についてみ ると,企 業の 自社実施件数の うち,主 要事

業3ま での 自社 実施件数 の割合 は大企業で は77.35%で 中小企 業の86.04%よ りも低 い。つ ま

り,中 小企業 と比較 して大企業では事業の多角化が よ り進 んでいる。最後に,大 企業 な らびに中

小企業 においてR&Dの 集中化度 と事業の専業化 度 との関係 を比較する と,大 企業のR&D集 中

化度が34.50%,事 業 の専業化度は77.35%で,事 業 の多角化以上 にR&Dの 多角化が著 しい。

しか し,中 小企業 のR&D集 中化度が88.74%,事 業の専業化度が86.04%と,R&Dの 多角化以

上に事業の多角化が著 しい。

R&D集 中化度 と事業専業化度 を産業別 に分析 したのが 図表11で ある。電気機器,製 造業(基

礎素材型),輸 送用機i器といった産業ではR&Dの 集中化度が15%～35%で,R&Dの 多角化 が よ

図表11R&D集 中化度 と事業専業化度(産 業別)

産 業

主要事業1ま で 主要事業2ま で 主要事業3ま で

所有件数(%) 自社実施件数(%) 所有件数(%) 自社実施件数(%) 所有件数(%) 自社実施件数(%)

R&D集 中化度 事業専業化度 R&D集 中化度 事業専業化度 R&D集 中化 度 事業専業化度

製造業(生 活関連型) 26.2% 29.0% 55.5% 58.5% 62.a% 67.1%

製造業(基 礎素材型) 12.7% 19.2% 29.7% 41.5% 36.4% 5LO%

電気機器 9.6% 4/.2% 14.0% 62.0% 15.8% 69.$%

輸送用機器 13.7% 17.2% 40.2% 54.9% 63.1% 80.8%

製造業(そ の他 の加工組立型) 21.4% 21.3% 30.0% 29.2% 35.5% 34.1%

サ ー ビ ス 16.7% 0.0% 83.3% 27.8% 100.0% 27.8%

その他 62.a% 75.3% 72.4% 86.6% 84.7% 97.5%

(出所)質 問票調査 に もとついて筆者作成。
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り進 んで い る。 また,サ ー ビス を除 い て,製 造 業(そ の他加工組立型),製 造 業(基 礎素材型),製 造

業(生 活関連型)で は事 業 の 専 業化 度 は30%～60%で 事 業 の多 角化 が よ り進 んで い る。

3.2特 許の取得理由

図表12で は,特 許の取得 理 由 として企 業があげた特許件数 を企業規模 別 に集計 した8。図表

12に よる と,1990年 代前半か ら後半にかけて,中 小企業が 「他社が参入 す るのを防 ぐため」 に

取得 した特許件数の全体 に占め る割合,「 他社 か ら訴え られるの を防 ぐため」 に取得 した特許件

数の全体 に占め る割合は,各 々,20ポ イ ント,18ポ イ ン ト減少 した。一方で,「 他社 にライセン

スするため」 に取得 した特許件数は約120件 増加 し,そ の件数が全体 に占める割合 も約33ポ イ

ン ト増加 した。大企業では,1990代 前半か ら後半にかけて,あ まり変化が見 られなかった。

図表12特 許の取得理由別の特許件数とその比率(企 業規模別)

全体(実 数) 全体(構 成比)

1991年 ～1995年 1996年 ～2000年 1991年 ～1995年 1996年 ～2000年

他社に権利 を取 られると困るため 19,876 17,585 46.7% 43.4%

他社が参入するのを防ぐため 14,ago 14,422 32.9% 35.6%

他社か ら訴えられるのを防 ぐため 1,519 826 3.6% 2.0%

他社にライセンスするため 7,151 7,688 16.S% 19.0%

計 42,566 40,521 100% 100%

中小企業(実 数) 中小企業(構 成比)

1991年 ～1995年 1996年 ～2000年 1991年 ～1995年 1996年 ～2000年

他社 に権利 を取 られると困るため 33 79 23.1% 27.5%

他社が参入するのを防ぐため 48 38 33.6% 13.2%

他社から訴えられるのを防ぐため 36 21 25.2% 7.3%

他社にライセンスするため 26 149 18.2% 51.9%

計 143 287 100% 100%

大企業(実 数) 大企業(構 成比)

1991年 ～1995年 1996年 ～2000年 1991年 ～1995年 1996年 ～2000年

他社に権利を取 られると困るため 19,843 17,506 46.8% 43.5%

他社が参入するのを防 ぐため 13,972 14,384 32.9% 35.8%

他社から訴えられるのを防 ぐため 1,483 805 3.5% 2.0%

他社にライセンスするため 7,125 7,539 16.8% 18.7%

計 42,423 40,234 100% 100%

(出所)質 問票 調査に もとついて筆者作成 。
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図表13特 許の取得理由別の特許件数とその比率(産 業別)

製造業(生 活関連型)

実数(件)
製造業(生 活関連型)

構成比

1991年 ‾1995年 1996年 ～2000年 1991年 ～1995年 1996年 ～2000年

他社に権利を取 られると困るため 0 11 0.0% 42.3%

他社が参入するのを防ぐため 26 8 78.8% 30.8%

他社か ら訴えられるのを防 ぐため 5 2 15.2% 7.7%

他社にライセンスするため Z 5 6.1% ユ9.2%

計 33 26 100% 100%

製造業(基 礎素材型)

実数(件)
製造業(基 礎素材型)

構成比

1991年 ～1995年 1996年 ～2000年 1991年 ～1995年 1996年 ～2000年

他社に権利を取られると困るため 1,600 1,818 34.5% 37.5%

他社が参入するのを防 ぐため 2,978 2,945 64.2% 60.7%

他社から訴えられるのを防 ぐため 59 64 1.3% 1.3%

他社にライセンスす るため 5 21 0.1% 0.4%

計 4,642 4,848 100% lao%

電気機器

実数(件)
電気機器

構成比

1991年 ～1995年 1996年 ～2000年 1991年 ～1995年 1996年 ～2000年

他社に権利を取 られると困るため 8,826 3,633 37.2 20.7%

他社が参入するのを防ぐため 7,777 7,459 32.8% 42.5%

他社か ら訴えられるのを防 ぐため 1,135 451 4.8% 2.6%

他社にライセンスするため 6,000 6,000 25.3% 34.2%

計 23,738 17,543 100.0% 100.0%

輸送用機器
実数(件)

輸送用機器

構成比

1991年 ～1995年 1996年 ～2000年 1991年 ～1995年 1996年 ～2000年

他社 に権利を取 られると困るため 8,000 lo,soo 70.2% 70.0%

他社が参入するのを防ぐため 2,280 3,030 20.0% 20.0%

他社から訴えられるのを防ぐため a 0 0.0% 0.0%

他社 にライセ ンスするため 1,12d 1,512 9.8% 10.0%

計 11,40a 15,142 100.0% 100.0%

製造業(そ の他の加工組立型)

実数(件)

製造業(そ の他の加工組立型)

構成比

1991年 ～1995年 1996年 ～2000年 1991年 ～1995年 1996年 ～2000年

他社に権利を取 られると困るため 1,428 1,415 52.8% 53.8%

他社が参入するのを防ぐため 958 914 35.4% 34.8%

他社から訴えられるのを防ぐため 303 274 11.2% 10.4%

他社 にライセンスするため 18 26 0.7% 1.0%

計 2,707 2,629 100.0% 100.0%

(出所)質 問票調査 に もとつ いて筆者作成。
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図表13で は,取 得理由別特 許件数 とそ の構成比 を産業別 に示 した9。製造業(生 活関連型)で

は,1990年 代前 半か ら後半にかけて 「他社 に権利 を取 られ ると困るため」 に取得 した特許件数

が11件 増加 した一方で,「 他社が参入 す るの を防 ぐた め」 に取 得 した特 許件 数 は18件 減 少 し

た。電気機 器 をみる と,1990年 代前半か ら後半にか けて 「他社 にライセ ンスす るた め」に取得

した特許件数 を除 く各理 由で取得 した特許件数 は減少 したが,「 他社 にライセ ンスす るため」 に

取得 した特許件数は変化 しなか った。製造業(基 礎素材型),輸 送機器,製 造業(そ の他の加工組立

型)に おいて,1990年 代前半か ら後半 にかけて各理 由で取得 した特許件数は変化 していない。

3.3未 利用特許の発生理由

図表14な らびに図表15で は,未 利用特許の発生理 由 としてあ らか じめ17種 類 の理由を設定

し,未 利用特許 の各発生理 由について,5段 階 に評価(1ま ったくそのとおり,2ど ちらかといえば正

しい,3ど ちらともいえない,4ど ちらかといえば違う,5ま ったく違う)さ れた回答 を企業規模別および

産業別 に加 重平均化 した。 また,図 表16な らび に図表17で は,あ らか じめ設定 した17種 類の

理由の うち3項 目を企業 に選択 させ る と同時に順位付 けを企業 に求め,そ の割合 を示 したユo。中

図表14未 利用特許の発生理由(5段 階評価;企 業規模別)

未利用特許の発生理由 全体 中小企業 大企業

⑦事業化するための必要技術がそろっていないため 2.94 2.83 3.02

②顧客ニーズの変化等,経 済状況の変化により事業化の見込みがな くなったた
め

2.65 3.09 2.32

③特許の権利化後,他 の有力な代替技術の出現などにより特許技術が陳腐化し
たため

3.36 3.94 2.91

④研究開発競争が激化したため 3.71 4.26 3.30

⑤提携 ・連合 ・合併による組織再編をしたため 4.18 4.71 3.SO

⑥現在採っている戦略 と適合 しないため 2.95 3.18 2.70

⑦不況の下で本業 を超えた多角化行動をとりにくくなったため 3.44 3.65 3.25

⑧他社に権利を取 られると困るので出願 したため 2.56 2.94 2.27

⑨事業化の資金が不足しているため 2.98 2.47 3.39

⑩事業化に必要な製造設備の構築に時間がかかるため 2.82 2.39 3.16

⑪市場開拓 ・販売ルー トの開拓に様 々な困難があるため 2.67 2.29 3.00

⑫新規事業についての他社の事例が少なく,事 業化 リスクが高 く,そ の リスク
を許容できないため

2.84 .・ 3.11

⑬新規事業の市場規模が小 さく,大 きな利益が見込めないため 3.01 3.36 2.75

⑭新規事業の市場 において競争が激しく,収 益1生が低いため 3.13 3.33 2.93

⑮実用化に向けた大規模な開発研究に着手することが困難なため 2.91 2.51 3.25

⑯新規市場の規模 と自社の経営規模が ミスマ ッチしているため 3.31 3.03 3.50

⑰既存製品と競合 してしまう可能性が高いため .・ 3.61 3.34

(出所)質 問票調査 にもとつ いて筆 者作 成。
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小企 業 で は,未 利 用特 許 の発 生 理 由 と して 「⑪市 場 開拓 ・販 売 ル,_....トの 開拓 に様 々な 困難 が あ る

ため」 と回答 した企業が最 も多 く,次 いで 「⑩事業化に必要 な製造設備 の構築 に時間がかかるた

め」,「⑨事業化の資金が不足 しているため」,「⑫新規事業 についての他社の事例が少 な く,事 業

化 リス クが高 く,そ の リスクを許容で きないため」 といった理 由が多い。つ まり,特 許の事業化

に必要 な補完的資産(資 金,製 造設備,販 売網)を 保 有 しているか どうか とい った要 因が未利用特

許 の発生 に非常 に大 きな影響 を及 ぼす と考 えられる。 また,事 業化 リス クの要因 も無視 で きな

い ○

大企業では,中 小企業 の場合 と異な り,未 利用特許の発生理由 として 「⑧他社 に権利 を取 られ

ると困るので出願 したため」 と回答 した企業が最 も多 く,次 いで 「②顧客 ニーズの変化等,経 済

状況の変化 によ り事 業化 の見込みが な くなったため」,「⑥現在採 っている戦 略 と適合 しないた

図表15未 利用特許の発生理由(5段 階評価 産業別)

未利用特許の発生理由
製 造 業
(生活関
連型)

製 造 業
(基礎素
材型)

電気機器 輸送用機器
製造業

(その他の加

工組立型)

サ ー ビ ス その他

①事業 化するための必要技術 がそろってい な
いため 2.67 3.06 3.17 2.67 3.09 2.40 2.77

②顧客 ニーズの変化等,経 済状 況の変化 に よ
り事 業化の見込みが な くなったため

2.44 2.25 2.42 2.00 3.04 3.60 2.G2

③特許の権利化後,他 の有力な代替技術の出
現などにより特許技術が陳腐化したため 3.78 2.94 3.08 2.00 3.70 4.40 3.17

④研究開発競争が激化したため 3.63 3.69 3.67 1.s7 3.86 4.75 3.75

⑤提携 ・連合 ・合 併に よる組織再編 を したため 4.38 3.94 3.67 3.33 4.27 4.75 4.75

⑥現在採 ってい る戦略 と適合 しないため 2.88 2.63 3.00 2.00 3.00 4.00 3.25

⑦不況 の下で本業 を超 えた多角化行動 をと り
に くくなったため

3.50 3.50 3.42 2.33 3.59 3.75 3.25

⑧他社 に権利 を取 られ ると困 るので出願 した
ため

2.00 2.31 2.75 2.33 2.74 2.75 2.69

⑨事業化の資金が不足しているため 3.13 3.50 3.08 3.33 3.00 :1 2.46

⑩事業化に必要な製造設備の構築に時間がか
かるため 2.75 3.25 3.08 2.67 2.9fi 1.80 2.25

⑪市場 開拓 ・販 売ルー トの開拓 に様 々な困難
が あるため

2.75 2.88 3.25 2.67 2.65 1.80 2.15

⑫新規事 業についての他社の事例 が少 な く,
事業化 リスクが高 く,そ の リスクを許容で
きないため

2.38 3.00 3.42 3.00 2.9s 2.20 2.33

⑬新規事業 の市場 規模 が小 さ く,大 きな利益
が見 込めないため

2.63 2.81 3.08 2.67 3.00 3.60 3.33

⑭新規事業 の市場 において競争が激 しく,収
益1生が低 いため

2.38 3.00 3.ao 2.33 3.2G 4.00 3.50

⑮実用化に向けた大規模な開発研究に着手す
ることが困難なため 2.75 3.06 3.50 2.75 2.83 2.60 2.62

⑯新 規市 場 の規模 と 自社 の経営 規模 が ミス
マ ッチ しているため 3.00 3.44 3.75 2.67 2.95 3.80 3.50

⑰既存製品と競合してしまう可能性が高いた
め 3.50 3.31 3.42 2.75 3.64 4.20 3.42

(出所)質 問票調査 に もとつ いて筆者作成。
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め」,「⑬新規事業の市場規模が小 さく,大 きな利益が見込め ないため」 といった理由が多 い。つ

まり,特 許戦略 との関連,事 業戦略 との適合性や市場環境 といった要因を未利用特 許の発生理由

として大企業は列挙 した。

産業別に分析 すると,製 造業(生 活関連型)で は,「 ⑧他社 に権利 を取 られ ると困るので出願 し

たため」 と回答 した企業が最 も多 く,次 いで 「⑫新規事業についての他社の事例が少な く,事 業

化 リスクが高 く,そ の リスクを許容で きないため」,「⑭新規事業の市場 において競争が激 し く,

収益性が低 いため」,「②顧客ニーズの変化等,経 済状況の変化 により事業化の見込みがな くなっ

たため」 といった,特 許戦略 と市場環境 との関連 を未利用特許の発生理由 としてあげ る企業が多

い。製造業(基 礎素材型)や 電気機器で は,「 ②顧客ニーズの変化等,経 済状況の変化 によ り事業

化の見込みが な くなったため」 と回答 した企業が最 も多 く,次 いで 「⑧他社 に権利 を取 られる と

困るので出願 したため」「⑥現在採 っている戦略 と適合 しないため」 といった,特 許戦略,市 場

環境 に加 え,企 業戦略 との関連 を理 由 として列挙 した企業が多い。輸送用機器 では,「 ④研 究開

図表16未 利用特許の発生理由(複 数回答;企 業規模別)

未利用特許の発生理由 全体 中小企業 大企業

企業数 89社 41社 45社

①事業化するための必要技術がそろっていないため 22.5% 29.3% 17.8%

②顧客ニーズの変化等,経 済状況の変化により事業化の見込みがな くなった
ため

31.5% 12.2% 48.9%

③特許の権利化後,他 の有力な代替技術の出現などにより特許技術が陳腐化
したため

14.6% 2.4% 24.4%

④研究開発競争が激化 したため 3.4% 2.4% 4.4%

⑤提携 ・連合 ・合併による組織再編 をしたため 6.7% 9.8% 4.4%

⑥現在採っている戦略と適合 しないため 20.2% 19.5% 22.2%

⑦不況の下で本業を超 えた多角化行動をとりにくくなったため 11.2% 12.2% 11.1%

⑧他社 に権利 を取 られると困るので出願 したため 23.6% 4.9% 42.2%

⑨事業化の資金が不足 しているため 23.6% 36.6% 11.1.%

⑩事業化に必要な製造設備の構築に時間がかかるため 11.2% 14.6% 8.9%

⑪市場開拓 ・販売ルー トの開拓に様々な困難があるため 25.8% 36.6% 15.6%

⑫新規事業についての他社の事例が少 なく,事 業化 リスクが高 く,そ の リス
クを許容で きないため

10.1% 9.8% 8.9%

⑬新規事業の市場規模が小 さく,大 きな利益が見込めないため 15.7% 7.3% 24.4%

⑭新規事業の市場において競争が激 しく,収 益 性が低いため 5.6% 7.3% 4.4%

⑮実用化に向けた大規模な開発研究に着手することが困難なため 13.5% 19.5% 6.7%

⑯新規市場の規模 と自社の経営規模がミスマッチ しているため 3.4% 7.3% 0.0%

⑰既存製品と競合してしまう可能性が高いため 4.5% 2.4% 6.7%

(出所)質 問票調査 に もとついて筆者作成。
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発競争が激化 したため」 と答えた企業が最 も多 く,次 いで 「②顧 客ニーズの変化等,経 済状況の

変化 によ り事業化の見込みがな くなったため」,「③特許の権利化後,他 の有力な代替技術の出現

などによ り特許技術 が陳腐化 したため」,「⑥現在採 っている戦略 と適合 しないため」 といった研

究 開発の要因 を重視 した企業が多 く存在す る。

製造 業(そ の他の加工組立型)で は,「 ⑪ 市場 開拓 ・販売 ルー トの開拓 に様 々な困難 があ る た

め」 と答 えた企業が最 も多 く,次 いで 「⑧他社 に権利を取 られると困るので出願 したため」,「⑮

実用化 に向けた大規模 な開発研 究に着手す ることが困難 なため」,「⑯新規市場の規模 と自社の経

営規模が ミスマ ッチ しているため」 を重視 した企業が多か った。サ ービス ・その他で は,「 ⑪市

場開拓 ・販売 ルー トの開拓 に様 々な困難があるため」 と答 えた企業が最 も多 く,次 いで 「⑧他社

図表17未 利用特許の発生理由(複 数回答 産業別)

未利用特許の発生理由
製 造 業
(生活 関
連型)

製 造 業
(基礎 素
材型)

電気機器 輸送用機器
製造業(そ
の他の加工
組立型)

サ ー ビス その他

企業数 9社 20社 12社 4社 24社 5社 15社

① 事業化す るため の必要技術 がそ ろってい
ないため

22.2% 20.0% 25.0% 25.0% 12.5% 40.0% 33.3%

②顧 客ニーズの変化等,経 済状 況の変化 に
よ り事業化 の見込みが な くなったため

33.3% 35.0% 58.3% 50.0% 20.8% 20.0% 20.0%

③特許の権利化後,他 の有力な代替技術の
出現などにより特許技術が陳腐化したた
め

22.2% 20.0% 16.7% 25.0% 8.3 ZO.0% 6.7%

④研究開発競争が激化したため 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 13.3%

⑤提携 ・連合 ・合併 に よる組織再編 を した
ため

11.1% 5.0% 8.3% 0.0% 4.2% 20.0% 6.7%

⑥現在採 っている戦略 と適合 しないため 33.3% 20.0% 16.7% 50.0% 25.0% 0.0% 6.7%

⑦不況 の下 で本業 を超 えた多角化行動 を と
りに くくなったため

0.0% 15.0% 8.3% 0.0% 12.5% 0.0% 20.0%

⑧ 他社 に権利 を取 られる と困 るので 出願 し
たた め 44.4% 20.0% 50.0% 0.0% 12.5% 0.0% 26.7%

⑨事業化の資金が不足しているため 11.1% 5.0% 16.7% 0.0% 37.5% 60.0% 33.3%

⑩事業化に必要な製造設備の構築に時間が
かかるため 22.2% 10.0% 8.3% 0.0% 8.3% 40.0% 6.7%

⑪ 市場 開拓 ・販売 ルー トの開拓 に様 々な困
難があ るため

22.2% 25.0°/a S.3% 0.0% 37.5% 40.0% 26.7%

⑫ 新 規事 業 につい ての他 社 の事 例 が少 な
く,事 業化 リスクが 高 く,そ の リス クを
許容で きない ため

0.0% 20.0% 8.3% 0.0% S.3% 20.0% 6.7%

⑬新 規事業の市場規模 が小 さく,大 きな利
益 が見込め ないた め

0.0% 25.0% 33.3% 0.0% 12.5% 0.0% 13.3%

⑭新 規事業の市場 にお いて競 争が激 し く,

収益性 が低 いため
11.1% 10.0% 8.3% 0.0% 4.2% 0.0% 0.0%

⑮実用化に向けた大規模な開発研究に着手す
ることが困難なため 0.0% 5.U% 8.3% 25.0% 16.7% 20.0% 26.7%

⑯新規市 場の規模 と自社 の経営 規模 が ミス
マ ッチ してい るため 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.3% 0.0% 6.7%

⑰既存製品と競合してしまう可能性が高い
ため 11.1% 0.0% 8.3% 25.0% 0.0% 0.0% 6.7%

(出所)質 問票 調査 に もとつ いて筆者作 成。
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に権利 を取 られる と困るので出願 したため」,「⑨事業化 の資金が不足 しているため」,「⑩事業化

に必要 な製造設備 の構 築に時間がかかるため」 といった補完的資産 に関連する要因 を列挙 した企

業が多い。

以上 まで,未 利用特許の発生理 由を分析す る と,企 業規模別 ・産業別に回答理 由に何 らかの共

通点が見 られる。た とえば,中 小企業 もしくはサー ビス ・その他産業の企業は 「⑨事業化の資金

が不足 しているため」,「⑩事業化 に必要な製造設備の構築に時間がかかるため」,「⑪市場開拓 ・

販売ルー トの開拓 に様 々な困難があるため」,「⑫新規事業 についての他社 の事例が少 なく,事 業

化 リス クが高 く,そ の リス クを許容で きないため」 といった要因を未利用特許の発生理由 として

回答す る傾向が強い。 この ような回答パ ター ンか ら各理由に共通する潜在的な要因の抽出ならび

に企業規模別産業別の回答パ ターン傾 向を統計的に検証す るため,ク ラス ター分析 を行った。

分析サ ンプルを未利用特許の発生理由ごとに5段 階評価 を全て回答 した企業 に限定する と,78

サ ンプル となった。 この78サ ンプル を利用 し,3因 子 で反復推定 を行わず,バ リマ ックス法 を

用いて推計 を行 う。図表18お よび図表19で は基本統計量 お よび相関係数表を示 した。

図表18基 本統計量

未利用特許の発生理由(企 業数75) 合計 平均 標準偏差(n) 標準偏差(n-1)

①事業化するための必要技術がそろっていな
いため

220 2.93 1.2s 1.27

②顧客ニーズの変化等、経済状況の変化によ
り事業化の見込みがなくなったため

196 2.61 1.1$ 1.18

③特許の権利化後、他の有力な代替技術の出
現などにより特許技術が陳腐化したため

247 3.29 1.25 1.26

④研究開発競争が激化したため 277 3.69 1.02 1.03

⑤提携 ・連合 ・合併 による組織再編 を した
ため

313 4.17 1.05 1.06

⑥現在採っている戦略 と適合 しないため 222 2.96 1.17 1.18

⑦不況の下で本業 を超えた多角化行動をとり
にくくなったため

256 3.41 1.27 1.27

⑧他社 に権利 を取 られる と困るので出願 し
たため

194 2.59 1.27 1.27

⑨事業化の資金が不足しているため 226 3.01 1.14 1.42

⑩事業化に必要な製造設備の構築に時間がか
かるため

212 2.83 1.25 1.26

⑪市場開拓 ・販売ルー トの開拓に様hな 困難
があるため

202 2.69 1.21 1.22

⑫新規事業についての他社の事例が少 なく,
事業化 リスクが高 く,そ のリスクを許容で
きないため

212 2.83 1.15 1.16

⑬新規事業の市場規模が小 さく,大 きな利益を見込
めないため

223 2.97 1.06 1.07

⑭新規事業の市場 において競争が激 しく,収
益性が低 いため

231 3.08 1'・ 0.97

⑮実用化に向けた大規模な開発研究に着手す
ることが困難なため

222 2.96 1.27 1.28

⑯新規市場 の規模 と自社 の経営規模が ミス
マ ッチしているため

247 3.29 1.06 1.06

⑰既存製品 と競合 してしまう可能性が高いた
め 261 3.48 1.05 1.06
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図表19相 関係数表
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図表20で は推計結果 を示 した。未利用特許の発生理 由17項 目は大 きく3つ に分け られ る。 因

子1は,「 ⑩事業化に必要な製造設備 の構築 に時 間がかかるため」,「⑨事業化の資金 が不足 して

いるため」,「⑪市場開拓 ・販売ルー トの開拓 に様 々な困難があるため」,「⑮実用化 に向けた大規

模 な開発研 究に着手することが困難 なため」,「⑫新規事業 についての他社の事例が少 な く,事 業

化 リスクが高 く,そ の リスクを許容で きないため」,「⑯新規市場の規模 と自社の経営規模が ミス

マ ッチ しているため」,「①事業化するための必要技術がそろっていないため」で構成 される。 し

たがって,因 子1は 補完 的資産な らびに事業化 リス クと関連す る要 因と考 え られる。因子2は,

「④研究開発競争が激化 したため」,「③特許 の権利化 後,他 の有力 な代替技術 の出現 などによ り

特許技術が陳腐化 したため」,「⑥現在採 っている戦略 と適合 しないため」,「⑤提携 ・連合 ・合併

による組織再編 をしたため」,「⑰既存製 品と競合 して しまう可能性が高いため」 で構 成 され る。

すなわち,因 子2は 研 究開発競争な らびに企業戦略 と密接 に関連す る要因 と考え られる。因子3

は,「 ⑬新 規事業の市場規模が小 さ く,大 きな利益 が見 込め ないため」,「② 顧客 ニ ーズの変化

等,経 済状況の変化 によ り事業化の見込みがな くなったため」,「⑭新規事業の市場 において競争

が激 しく,収 益性が低 いため」で構成 されるため,市 場環境の要 因 と考え られる。

次に,3因 子 にもとつ いた因子得点 の平均値であ る属性別平均値(属 性別重心 ともよばれる)を

企業規模別 に示 したのが図表21～ 図表23で あ り,企 業規模別の 回答パ ター ンを示 した。質問票

における5段 階評価が1に 近 くなるほ ど企業 が理 由 として最 も重 要視 す る ことを示 す。その た

め,属 性別平均値 が負 であれば企業 はその因子 を重要視 し,正 であれ ば軽視 す るこ とを意味す

る。図表21～ 図表23よ り,中 小企業 は因子2や 因子3と 比較 して因子1を 未利用特許の発生要

因 として重視する。他方で,大 企業 は因子1と 比較 して因子2や 因子3を 未利用特許の発生理 由

として重視す る。つ ま り,中 小企業 は補完 的資産や事業化 リスク と関連す る要因を未利用特許の

発生理由 としてあげ,大 企業はR&D競 争,企 業戦略な らびに市場環境 と関連す る要因 を未利用

特許の発生理由 として回答する といった特徴が伺える。
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図表20推 計結果

因子1 因子2 因子3

⑩事業化に必要な製造設備の構築に時間がかかるた
め

#や 亭"

一 〇
.0524 1::'
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⑪市場開拓 ・販売ルー トの開拓 に様々な困難がある
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が困難なため 畑 搬'卵 信細 瑠 隅 ら細訓祠

撫 宰蕗 睡昼齢諮鯉舜 齢 オ・代嗣 ・・

0.2163 0.1048

⑫新規事業についての他社の事例が少なく,事 業化
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⑯新規市場の規模 と自社の経営規模が ミスマ ッチし
ているため
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一 〇
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③特許の権利化後,他 の有力な代替技術の出現など
により特許技術が陳腐化したため

0.0123 0.1616

⑥現在採 っている戦略と適合 しないため 0.1267
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'禦 雛 脾 垂鯉 証拾 囲 睾"紬

o.lsn

⑤提携 ・連合 ・合併による組織再編をしたため 0.1636
鵜_細_難 、驚 尋
紹鱒 幽 晦 濁 垂霧 桝
鼎 畑 聯 齢ll;;'1 0.1348

⑰既存製品と競合してしまう可能性が高いため 0.2069
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講難羅灘灘 鵬,1;
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⑬新規事業の市場規模が小 さく,大 きな利益が見込
めないため

0.1165 0.1365
騨噌鋤 鴨 再

②顧客ニーズの変化等,経 済状況の変化により事業
化の見込みがなくなったため

一 〇
.0556 0.1529
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島

⑭新規事業の市場において競争が激 しく,収 益1生が
低いため

0.2798 0.1906

"碧 齢 鞭 幅 筋 齢 ・ 亀嘲 縄 ・

螺撒鞠欝鵜
"

'う卍酔些善蝉 専窮+昏寄害加
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⑦不況の下で本業を超えた多角化行動 をとりに くく
なったため

0.4200 0.4778 1・:1

⑧他社 に権利 を取 られると困るので出願 したため 0.0215 0.3555 0.4530

因 子No. 二乗和 寄与率(%) 累積寄与率(%)

1 4.45 26.17 26.17

2 2.92 17.ユ9 43.36

3 2.33 13.72 57.08

属性別平均値 を産業別に示 したのが図表24～ 図表26で ある。図表24～ 図表26で は,製 造業

(生活関連型),製 造業(そ の他の加工組立型),サ ー ビス産業やその他 とい った産業 の企業が,補 完

的資産や事業化 リスク と関連す る要因(因 子1)を 未利用特許の発生理由 として回答す る傾 向が

強い一方で,輸 送用機器,電 気機 器,製 造業(基 礎素材型)と いった産業 の企業 は,R&D競 争や

企業戦略 と関連す る要因(因 子2)を 未利用特許の発生理由 として回答す る傾 向が 強い。製造業

(生活関連型),製 造業(基 礎素材型)や 輸送用機器産業 の企業 は,市 場環境 と関連す る要因(因 子

3)を 未利用特許の発生理由 として回答す る傾向が強い。
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因子1

1・

中小企業

大 企 業

一〇5 一 〇
.4

一 〇3 一〇2 一 〇
.1 0.0 0.1 a.2 0.3 04

」

酔臨冨 脚轟鵠融軸 碑鱒 締宮脳覗 概

・・'轟 点畠島藁轟亀跡躰 髄キ嘩解

萄等冒写甲「骨ゼ「昌'買y

.品 舳 無 無 侮紳 鱒 轍 鹸 尋撃豊蝉 壁 鱒 輯

灘灘灘霧簸 戴
二灘 竃黙器 謡篤嶺翻黙鷲 舞聯 鍵盤麟織

」

、 、

「

難叢難
図表21 企業規模別属性別平均値 (因 子1)
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図表22
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企業規模別属性別平均値 (因子2)



244商 経 論 叢 第41巻 第2号(2006.3)

因子3

一 〇
.3

中小企業

大 企 業

一 〇
.2

一 〇
.1 0.0 o.1 0.2 0.3 0.4

　　 　ぼ

轟器 毒毒 副

齢曲 瞭 讐華

図表23企 業規模別属性別平均値(因 子3)
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図表24産 業別属性別平均値(因 子1)
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図表25産 業別属性別平均値(因 子2)

因子3

製造業
(生活関連型)

製造業
(基礎素材型)

電気機器

1:1・

輸送用機器

製造業

(その他の加工組立型)
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図表26産 業別属性別平均値(因 子3)

3.4『 特許流 通データベ ース』への登録状況

図表27で は,独 立行政法人工業所有権1青報 ・研 修館 「特許流通デー タベ ース』 に未登録 の特

許の内訳 を示 した。大企業 の場合,『 特 許流通デー タベース』 に未登録 の特許 のうち,未 利用特

許の割合 は5.8%と 非常 に低 い。一方で,中 小企業 の場合,「 特許流通デー タベ ース』に未登録
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図表27『 特許流通データベース』に未登録の特許の内訳

全体 中小企業 大企業

件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比

特許流通データベースに登録
していない特許件数

38,601 100% 259 100% 38,342 100%

特許流通データベースに登録
していない特許のうち,未 利
用特許件数

2,383 6.2% 158 61.0% 2,225 5.$%

(出所)質 問票調査 にも とつ いて筆者作成。

図表28『 特許流通データベース』に未登録の特許の内訳

産業

特 許流通デ ー タベ ー
スに登 録 していない
特許件数

特許流通データベースに
登録 していない特許のう
ち,未 利用特許件数

件数 構成比 件数 構成比

製造業(生 活関連型) 260 100% 151 58.1%

製造業(基 礎素材型) 3,061 100% 1,146 37.4%

電気機器 16,053 100% 413 2.6%

輸送用機器 17,824 100% 0 0.0%

製造業(そ の他の加工組立型) 801 100% 353 44.1

サ ー ビス 15 100% 1z 80.0%

その他 587 100% 308 52.5%

全体 38,601 100% 2,383 6.2%

(出所)質 問票調査 にもとつ いて筆者作成。

の特許の うち,未 利用特許 の割合 は61%と 高い。つ ま り,開 放意思のない特許の うち,未 利用

特許が 占める比率 は中小企業では高 く,大 企業では低い水準 となってお り,大 企業 の未開放の未

利用特許は無視 で きるほ どの水準である。

図表28で は,『 特許流通データベース』に未登録の特許の内訳 を産業別に明 らかに した。製造

業(基 礎素材型),電 気機器,輸 送用機器お よび製造業(そ の他の加工組立型)で は,『 特許流通 デー

タベース』 に未登録 の特許の うち,未 利用特 許の割合 は50%を 下 回る。一方,そ れ以外 の産業

では,『 特許流通デー タベ ース』に未登録 の特 許 の うち,未 利用特 許の割合 は50%～80%と 高

い。つ まり,開 放意思の ない特許の うち,未 利用特許が 占める比率は製造業(基 礎素材型),電 気

機器,輸 送用機器お よび製造業(そ の他の加工組立型)で は低 い水準であ り,こ れ ら4産 業 にお け

る未開放の未利用特許 は無視 で きるほ どの水準 であ る。

3.5「 特許流通データベース』への登録理由

各企業が 自社で保有する未利用特許 を 『特許流通データベース』に登録す るか否かは任意であ

る。 したが って,各 企業が未利用特許 を 『特許流通データベース』に登録 した動機 について検討
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図表29『 特許流通データベース』に登録 した理由(5段 階評価;企 業規模別)

『特許流通データベース』に登録 した理由 全体 中小企業 大企業

①増大化する研究開発費を早期に回収するため 3.10 2.66 3.49

②特許を資産として認識したため 2.30 2.11 2.43

③特許の保持費用が増大化したため 3.17 3.22 3.12

④経営者が未利用特許の積極活用を意識したため 3.09 2.77 3.37

⑤未利用特許を再評価したため 3.19 3.20 3.12

⑥ ライセンスす る場合,従 来の方法による と費用負担が大 きいため 3.33 3.03 3.58

⑦ ライセンス収入を獲得するため 2.14 」..75 2.48

(出所)質 問票調査 に もとついて筆者作成。

図表30『 特許流通データベース』に登録 した理由(5段 階評価 産業別)

『特許流通デ ータベース』 に登録 した理 由
製造業
(生活関
連型)

製造業
(基礎素材型) 電気機器 輸送用機器

製造業

(その他の加
T組 立型)

サ ー ビス その他

①増大化する研究開発費を早期に回収するため 3.63 2.72 3.17 4.33 3.05 2.00 3.50

②特許を資産として認識したため 2.25 2.18 2.67 3.67 2.26 2.00 2.00

③特許の保持費用が増大化したため 2.88 3.12 2.92 3.50 3.09 3.80 3.43

④経営者が未利用特許の積極活用を意識したため 2.63 3.71 3.50 3.75 3.05 2.00 2.42

⑤未利用特許を再評価したため 2.75 3.2$ 3.50 4.00 2.95 4.00 2.92

⑥ ライ セ ンスす る場 合,従 来の 方法 に よる と費
用 負担 が大 きいた め

3.38 3.41 3.17 4.00 3.38 3.40 1:

⑦ ライセ ンス収入 を獲得す るため 2.33 i.5s 2.83 2.75 2.29 1.SO 1.86

(出所)質 問票調査 にもとつ いて筆者作成。

図表31『 特許流通データベース』に登録 した理由(複 数回答 企業規模別)

『特許流通データベース」に登録 した理由 全体 中小企業 大企業

企業数 86社 41社 45社

①増大化する研究開発費を早期に回収するため 25.8% 36.6% 15.fi%

②特許を資産として認識したため 58.4% 53.7% 62.2%

③特許の保持費用が増大化したため 36.a% 31.7% 42.2%

④経営者が未利用特許の積極活用を意識したため 28.1% 26.8 26.7%

⑤未利用特許を再評価したため 24.7% 14.6% 35.6%

⑥ ライセンスする場合,従 来の方法によると費用負担が大きいため 9.a% 4.9% 13.3%

⑦ ライセンス収入 を獲得するため 59.6% 65.9% 55.6%

(出所)質 問票調査にもとついて筆者作成。

を加 える。

図表29な らび に図 表30で は,『 特 許流 通 デ ー タベ ー ス 』 に登 録 した7種 類 の 理 由 をあ らか じ

め設 定 し,5段 階 に評価(1ま った くそのとお り,2ど ちらか といえば正 しい,3ど ち らともいえない,4ど
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図表32『 特許流通データベース』に登録 した理由(複 数回答;産 業別)

『特 許流通デ ータベ ース』 に登録 した理 由

製造業
(生活関連型)

製造業
(基礎素材型) 電気機器 輸送用機器

製造業
(その他の加
工組立型)

サ ー ビス その他

企業数 9社 20社 12社 4社 24社 5社 15社

①増大化する研究開発費を早期に回収するため 11.1°/a 45.0% 16.7% 25.0% 16.7% so.a% 20.0%

②特許を資産として認識したため 66.7% 65.0% 58.3% 25.0% 54.2% 80.0% 53.3%

③特許の保持費用が増大化したため 33.3% 25.0% 41.7% 50.0% 41.7% 0.0% 46.7%

④経営者が未利用特許の積極活用を意識したため 44.4% 5.0% 16.7% 25.0% 29.2% 80.0% 40.0%

⑤未利用特許を再評価したため 22.2% 20.0% 25.0% 25.0% 33.3% 0.0% 26.7%

⑥ ライセ ンス す る場合 、従 来 の方法 に よる と
費用負担が大 きいため

0.0% 10.0% 16.7% 0.0% 12.5% 0.0% 6.7%

⑦ ライセ ンス収入 を獲 得す るため 77.8% s5.o% 50.0% 75.0% 45.8% 80.0% 60.0%

(出所)質 問票調査 に もとつ いて筆 者作 成。

ちらかといえば違う,5ま ったく違う)さ れた回答 を企業規模 別お よび産業別 の加重平均化 した。図

表31な らびに図表32で は,あ らか じめ設定 した7種 類の理 由の うち,3項 目を企業 に回答 させ

ると同時に順位付 けを企業 に求 め,そ の割合 を示 した11。

図表29な らびに図表30の ように,企 業の規模 な らびに産業にかかわ らず,「 ライセンス収入

を獲得するため」や 「特許 を資産 として認識 したため」 と回答 した企業が多 く,未 利用特許の他

社 実施許諾 による収益 の獲得を意図する開放意思が明確 に読み取 れる。図表31な らびに図表32

か らも同様 なことが明 らかである。すなわち,『 特許流通 データベース』 に登録 された未利用開

放特許 は,戦 略的に利用 された特許(た とえば,防 衛特許,ク ロスライセンスの交渉時の切り札,特 許侵

害訴訟のため特許など)と は性格 を異 にす る特 許であ り,『特 許流通 デー タベ ース』に登録 された

未利用開放特許の中に,戦 略的に利用 された特許が含 まれていないと考 え られる。ただし,他 社

が積極的に活用で きるほ ど質の高い未利用特許のみを 『特許流通 デー タベース』 に登録す る可能

性 が高 く,こ のデータソースに基づ き分析 を行 う場合,そ の特許の発明の質が高い ことに留意す

る必要がある。

4.結 語

本稿では,筆 者が2004年8月 に実施 した独 自の質問票調査の集計結果 に基づいて,未 利用特

許な らびに未利用 開放特許に関 して,多 面的な角度か ら定量的な分析 を行 って きた。主要 な分析

結果 は以下の通 りである。

第1に,調 査対象企業の特許の保有状況 と利用状況か ら以下5点 が明 らか となった。(1)大 企

業 と中小企業 を比較す る と,企 業全体で も各主要事業で も,大 企業 ほ ど平均的 に所有件数が多

く,未 利用率が平均的に低水準である,た だ し,大 企業 ・中小企業の未利用率の大小関係 につい

ては,サ ンプル数の関係か ら注意 を要す る,(2)1事 業で利用 される特許件数は大企業で多 く,

中小企業で少 ない,(3)1事 業 で利用 され る特許件数 は輸送用機器 や電気 機器産業 で非常 に多
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い,(4)中 小企業 と比較 して,大 企業ではR&Dも 事業 もよ り多角化 している,(5)大 企業 では

事業の多角化以上 にR&Dの 多角化が著 し く,中 小企業 はR&Dの 多角化以上 に事 業の多角化 が

著 しい。

第2に,特 許の取得理由を分析す ると以下3点 が明 らか となった。(1)他 社が参入す るの を防

ぐといった戦略的な観点か ら特許 を取得す るのは,大 企業 より中小企業 に該当す る,(2)他 社へ

積極 的にライセ ンスす るため,特 許 を取得 するの も中小企業である,(3)R&D競 争が激 しい産

業 において,戦 略的 な観点か ら特許 を取得する傾向が高い とは言い切れない12。

第3に,各 企業が回答 した未利用特 許の発 生理 由 を分析 す る と以下2点 が明 らか となった。

(1)中 小企業は補完的資産や事業化 リス クと関連す る要因を未利用特許の発生理 由とし,大 企業

はR&D競 争,企 業戦略,な らびに市場環境 と関連する要因 を未利用特許の発生理由 とす る傾 向

が強い,(2)製 造業(生 活関連型),製 造業(そ の他の加工組立型),サ ー ビス産業では補完 的資産や

事業化 リスクと関連する要因を,輸 送用機 器,電 気機器,製 造業(基 礎素材型)で はR&D競 争,

企業戦略な らびに市場環境 と関連する要因を未利用特許の発生理 由とす る傾向が強い。

第4に,独 立行政法人工業所有権情報 ・研修館 「特許流通データベース』に未登録 の特許の内

訳 を分析す ると以下2点 が明 らか となった。(1)開 放意思のない特 許のうち未利用特許が占め る

比率 は,中 小企業では高 く大企業では低い水準 となってお り,大 企業 の未開放の未利用特許 は無

視 できるほ どの水準 である,(2)開 放意思 のない特許の うち,未 利用特許が占める比率は製造業

(基礎素材型),電 気機器,輸 送用機器および製造業(そ の他の加工組立型)で は低い水準 であ り,こ

れ ら4産 業 における未 開放の未利用特許は無視 で きるほ どの水準である。

第5に,各 企業が未利用特許 を 「特許流通データベース』 に登録 した動機について,以 下2点

が明 らか となった。(1)『 特許流通デー タベース』に登録 された未利用 開放特許の 中に,戦 略 的

に利用 された特許が含 まれていない,(2)『 特許流通 デー タベース』に登録 した動機 には他社 に

よる積極 的な活用 を意図す る開放意思が明確 に読み取れる。

これ らの分析結果 は,以 下3点 を示唆す る。

第1に,産 業 ・企業規模 によって,意 思決定の対象 となる特 許件数が異 なるといった分析結果

は,未 利用特許の計量分析 において,産 業特性,企 業特性 を十分にコ ントロールす る必要性 を示

唆する。

第2に,大 企業で は事業 の多角化以上にR&Dの 多角化 が著 しく,中 小企業 はR&Dの 多角化

以上に事業 の多角化が著 しい といった分析 結果 は以下の示 唆を与 える。事業 の多角化 以上にR&

Dの 多角化 が著 しい大企業 は,企 業が保有す る資産の技術 的な範疇 を超 えた発 明 を生み 出 し易

く,企 業の現有資産 を補完的資産 として利用で きない特許 を取得する。 したが って,企 業規模 別

に未利用率が異 なるこ とは,企 業 の現有資産 との技術 的適合性 と未利用率 との問に何 らかの関連

性があることを示唆す る。

第3に,『 特許流通デー タベース』に登録 した動機 か ら他社 による積極 的な活用 を意図す る開
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放意思が明確 に読み取 れるといった分析 結果は,未 利用特許の中で も,質 の高い特許のみ を 『特

許流通デー タベースCに 登録す る可能性が高 く,こ のデー タソースに基づ き分析 を行 う場合,未

利用開放特許の質が高いことが示唆 される。
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1社 団法人発明協会(2004)に よれば,日 本には,1999年 末現在約100万 件の特許が存在 し,そ の約1/3

しか実施 されず,不 実施の特許が約2/3も あるとしている。

2本 稿 における中小企業の定義は以下の通 りである。製造業その他産業では,資 本の額又は出資の総額が

3億 円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人 以下の会社及び個人,卸 売業では,資 本の額又

は出資の総額が1億 円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が!00人 以下の会社及び個人,小 売業で

は,資 本の額又は出資の総額が5千 万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人 以下の会社及

び個人,サ ービス業では,資 本の額又は出資の総額が5千 万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数

が100人 以下の会社及び個人を中小企業 とした。詳細は,http:〃www.chusho.meti.go.jp/teigi/を 参照。

3本 調査では業種の記入を自由回答にした。企業が記入 した業種 と日本標準産業分類(平 成5年10月 改

訂)(CD-ROM版)を 参考に産業格付けを行った。

4知 的財産活動 とは,出 願系業務,係 争系業務,調 査系業務,情 報系業務,管 理系業務,補 償系業務か ら

構二成される活動で,詳 細 は経済産業省特許庁(2003)に 定義 されている。

5産 業分類については,社 団法人発明協会特許流通促進事業センター(2003)を 参考にした。

6大 企業ならびに中小企業の未利用率の大小関係は,NagaokaandNishimura(2005)の 結果 と異なる。

本調査の回答企業数が少ないため,こ のような結果 となっている可能性が高い。
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7R&D集 中化度 は事業分野 ・研究分野 ・技術分野別のR&D費 を利用 し,研 究 開発費の上位3分 野の

シェアの合計などを測度とする。本稿では,事 業分野別研究開発費 と特許所有件数 との間に正の相関関係

があると仮定 し,特 許件数ベースのR&D集 中化度の作成を試みた。他方で,事 業の専業化度 は製品分

野 ・事業分野別の売上高を利用 し,売 上高の上位3分 野のシェアの合計などを測度 とする。本稿 では,事

業分野別売上高 と,そ の事業を実施するのに利用 した特許件数 との間に正の相関関係があると仮定 し,特

許件数ベースの事業の専業化度の作成を試みた。

8た だ し,複 数の理由にわたっている特許 もあるので,構 成比の解釈には注意 を要する。

9た だ し,サ ービス,そ の他産業の特許件数が少ないため,割 愛 した。

10こ の5段 階評価では,1に 近いほど,理 由として妥当であるといったスケールにした。 したが って,平

均値 も1に 近いほど望ましい。

11こ の5段 階評価では,1に 近いほど,理 由 として妥当であるといったスケールにした。 したがって,平

均値 も1に 近いほど望ましい。

12こ こでは,戦 略的な活用のために取得 した特許を 「他社が参入するのを防 ぐため」 に取得 した特許 とし

た。


